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１．添付書類が多いとされる例

※添付書類については、保険要件の確認、債権保全上の観点から徴求が不可欠なものがあるが、

個々の資料につき、その必要性を見直し、可能なものは削減する検討が必要。

○宣誓書

中小企業者が信用保険上の保険利用限度額を超えていないことを確認するために、宣誓書を徴求

している例がある。しかし、中小企業者にとって、自社がどの保険種を使っているかを把握する

ことは難しく、中小企業者にとって負担となっているとの指摘がある。

○従業員数確認書類

一定の要件に該当する場合、中小企業者から従業員数確認のため、労働保険概算・増加概算・確

定保険料申告書（写）を徴求している。しかし、当該書類は、通常民間金融機関は徴求していな

い等、中小企業者にとって徴求されることが稀な書類であり、負担が大きいとの指摘がある。

○許認可書

飲食店、食料品販売業や酒類販売業等の一部の事業では、許認可の確認が義務づけられている

が、実務上全ての営業所、事業所での許認可書（写）を徴求しているため、複数の事業を行って

いたり、多店舗展開をしている中小企業者への負担が大きい（特異なケースとして、200枚超の

許認可書を提出した例もある）との指摘がある。

各種手続きの合理化について
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２．申込が複雑とされる例

○制度ごとに異なる申込様式

保証制度では、全国統一制度、地公体制度等、多数の制度が存在しているが、制度によっては、

独自の申込様式を使っている場合があり、どの申込書を利用していいのか分かりにくいとの指摘

がある。また、制度によっては、追加的な添付書類が必要となっている点も制度を複雑化してい

るとの指摘がある。

○複数機関への訪問

制度の中には、地公体で認定書等を貰い、その後、金融機関に借入申込を実施しなくてはいけな

い制度もあり、複数機関への訪問を強いられるケースがある。

３．書式が異なっている例

○申込時点での例

・様式：A4の協会とA3の協会

・直近の売上高の記載月数：6ヶ月の協会と12ヶ月の協会

・近年の決算状況の記載：過去2年分の協会と過去3年分の協会

記載項目数が9項目の協会と3項目の協会

・金融機関所見欄：面接、実地調査を記載する欄がある協会とない協会

・連帯保証人の欄：家族構成まで記載する協会と記載しない協会
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１．目的

・信用保証協会は、各協会独自のリスク審査モデルを活用し、中小企業者からの保証申込に対して
迅速な対応を図ることや審査業務の合理化等を目的に審査支援システムを導入・活用している。

・平成１５年５月現在、全５２協会のうち４５協会（８７％）が導入している。

２．審査支援システムの主な機能

○決算データに基づいて、財務指標等を表示・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４０協会
○決算データに基づいて、信用保証協会独自の財務スコアを算出 ・・・・・・・・・・・３５協会
○経営者情報等（※１）に基づいて、信用保証協会独自の非財務スコアを算出・ ・・・・２８協会
○アラーム機能等、決算書の着眼点、ポイント項目を表示 ・・・・・・・・・・・・・・２０協会
○無担保与信の目安を算出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４協会

（※１）例えば、経営者の経営管理能力（財務、人脈等）、特許保有状況、立地条件等。

３．活用状況

・審査支援システムのスコアやＣＲＤスコア等により一定の要件を満たせば保証協会の審査を大幅に簡
素化する提携保証（※２）を実施している。

・その結果、全信用保証協会における平均審査所要日数が５．０日（平成１３年度調査）に対し、審査シ
ステムやＣＲＤを活用した提携の平均審査所要日数は２．６日（平成１５年度調査）となっている。

（※２）平成１６年４月現在、提携保証は２１９商品、約１兆５，０００億円

リスク審査モデルの利用状況について
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ＣＲＤについて

○ＣＲＤとは、中小企業信用リスク情報データーベース（Credit Risk Database）の
略称。

○平成11年度から中小企業庁が中心となり、始められたプロジェクト。現在は、「Ｃ
ＲＤ運営協議会」により運営。会員向けに情報分析・処理サービス、情報提供サー

ビス等を実施。

○中小企業基盤整備機構ホームページ（http://www.smrj.go.jp/）上の「経営自己診
断システム」にて、中小企業自らが自社の財務データを入力、経営状態を判断す

る仕組みに活用されている他、今後は、貸出債権を裏付け資産とする証券化や、

無担保融資マーケットへの活用が見込まれている。
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自己診断システム 画面①
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自己診断システム 画面②
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自己診断システム 画面③
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１．審査協力の例

○金融機関の債務者区分や格付の利用

金融機関との提携保証制度において、金融機関の債務者区分で一定基準をクリアしたものを保証申込

要件としているものや、金融機関の企業格付と保証協会のCRDデータをマッピングしたものを審査判断に

利用している、等の例がある。

○審査に関する勉強会の実施
金融機関・保証協会それぞれの審査方針や、審査時のポイント等の情報交換を行う勉強会を定期的に

実施。地域ごと、業種ごと、企業規模ごと等、様々な切り口からの情報交換を実施している。

○個別の案件に関する協議
書類でのやりとり止まらず、金融機関担当者、保証協会担当者が相互に訪問し、個別案件についての

協議を行うことも頻繁に実施している。

○人事交流
金融機関から保証協会、保証協会から金融機関へと相互に職員の出向をし、業務への理解を深める人

事交流を実施している。

金融機関との審査協力について
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２．審査協力が難しい例

○ネガティブ情報の共有

金融機関にとっては、保証否決を導く可能性のある業況悪化可能性や資産性への疑義については、潜

在的に情報提供をしないという行動を選択してしまうことは不可避である。

○保証承諾後の情報共有

保証審査時においては、積極的な情報共有を行っているケースであっても、多数の企業と取引を行っ

ている金融機関や保証協会にとっては、期中の定期的な情報共有に要する事務負担は重く、情報共有が

不十分となる。

○金融機関の機密に関する情報共有

金融機関のプロパー債権に関する情報、特に、与信枠の金額や案件の決裁基準、また、担保評価の手

法等、金融機関の機密部分に属するものについては、保証協会であっても、対外的な情報共有は行わな

いのが通常である。
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免責条項ガイドラインについて

【約定書１１条】

○信用保証協会と金融機関との間では、包括的な保証契約を締結しており、これを「約定書」と

呼んでいる。当該約定書１１条では、民法で定める事由のほかに、信用保証協会が保証履行を免
責される事由を以下のように規定している。

第１１条 甲は、次の各号に該当するときは、乙に対し保証債務の履行につき、その全部または一部の責を免れるも
のとする。
(1) 乙が第３条（注）の本文に違反したとき。
(2) 乙が保証契約に違反したとき。
(3) 乙が故意若しくは重大な過失により被保証債権の全部又は一部の履行を受けることができなかったとき。

【免責条項とは】

○中小企業者等に対する金融の円滑化が目的であり、単なる金融機関の債権保全策として存在
するものではないことを明確にするために、約定書上、保証履行を免責される三つの事由を
定めている。

○具体的には、①旧債振替制限条項違反(保証付貸付金を既存融資の返済に充当)、②保証契約
違反(保証人徴求条件等の違反)、③故意・重過失による取立不能(担保保存義務違反等)。

（注）第３条 乙（金融機関）は、甲（信用保証協会）の保証に係る貸付をもって、乙の既存の債権に充てないものとする。（以下、略）
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再生計画の策定

ニューマネーの確保

再生計画の検討 再生計画の実行

利害関係者の調整 財務リストラの実行

①債権譲渡による
債権者の整理

③求償権先への
新規保証

②求償権放棄
求償権譲渡

求められている対応

返済条件緩和
【借換保証等】

再生計画への
積極的関与

新規保証
【DIP保証等】

現状の対応

再生支援協議会への積極的関与

１．再生計画の策定プロセスと債権者に求められるスキーム

２．保証協会による対応

○信用保証協会による再生の現状と問題点

再生計画に基づき事業を再構築・再
拡大する際には、運転資金等を確保
することが必要。

再生を要する企業の大半は、過剰
債務状態による利払い負担に苦しん
でおり、抜本的な財務リストラが必要。

大口債権者等が他の債権者から債
権譲渡を受け、債権を集約化し、利
害関係者を少なくすることで、迅速な
再生を行うことが可能。

企業再生について
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○保証案件のうち再生案件の数
１．事業再生保証制度について
平成１６年１１月末までの保証承諾実績は１８件、３億１，０００万円。

２．地公体制度もしくは保証協会独自としての、中小企業再生支援保証制度について
平成１６年１１月末までの保証承諾実績は２，０３９件、３８６億９７百万円

○信用保証付き再生案件の具体的事例
【成功例】
①再生支援チームを設置
②再生先企業に対し、「経営相談・再生計画の立案・指導」
③「再生計画案」を再生先に提出し、経営指導とフォローアップを行う。
上記スキームにより下記企業を再生。
再生先業種・・紳士服小売
問題点のポイント・・消費低迷による売上減少、収益悪化
改善計画と対応・・不採算店舗の廃止と仕入れの現金化による収益力の改善
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【課題を伴った例】

１．債権譲渡対象先が限定されていることが阻害要因となった事例

再生ファンドに債権を集約し、債権放棄、ＤＥＳ等による財務リストラを行う再生計画を検討したが、協会
保証付き債権のファンドへの譲渡ができなかったため、保証付き債権のみ既存取引金融機関に残存。各
種再生支援措置を実行するに当たり、既存取引金融機関への確認を得る必要があり、迅速な再生計画の
組成が困難となった。

２．求償権の放棄が認められないことが阻害要因となった事例

金融機関に債権放棄を要請しているが、当該中小企業者が有する債務のうち約半分が保証付き債務。
保証協会は求償権放棄に応じない運用を行っているため、求償権放棄要請しても受け入れられず、企業
再生が進まなかった。

３．求償権先への新規保証ができないことが阻害要因となった事例

①債務者企業が事故を起こし求償権先となった事例
求償権は通常の融資と比較し、遅延損害金（年利14.6%）の利率が高いため、企業の支払負担を軽減
することを企図し、求償権からの退出資金（新規保証）を要請したが、そのような融資に対しては保証で

きないとして謝絶された。

②第三者保証人として求償権先となった事例
再生計画の対象となった経営者個人がいたが、当該者は、破綻した縁戚の企業の保証人として、求償
権先となっていたため、保証協会の新規保証を受けることができなくなり、保証協会を利用した再生計画
の策定は見送らざるを得なかった。



15

付保債権のファンドへの譲渡が認められれば、再生計
画策定の自由度が高まるか。

１．債権譲渡のニーズ

・債権譲渡の承諾について

83.3%
はい

付保債権について、保証協会が譲渡承諾を柔軟に対応す
れば、再生計画策定の自由度が高まるか。

はい

74.4%

・債権譲渡の譲渡先について

※平成１６年９月再生支援協議会へのアンケート

２．求償権放棄のニーズ
・求償権放棄について
保証協会が求償権放棄を柔軟に対応すれば、再生計画策定の自
由度が高まるか。

はい

93.5%

○再生関係におけるニーズ
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代位弁済の流れについて

（例 ）

延
滞
発
生
等

10日以内

事
故
報
告

業況の回復可能性や条
件変更による対応等に
つき金融機関、協会にて
協議

期
限
の
利
益
喪
失

条件変更等によ
る正常化 代

位
弁
済
請
求

金融機関が回収
を行う期間

60～90日程度

代
位
弁
済
支
払

通常30日程度

保証付き債権 求償権

・事故報告：保証協会に対し、事故の原因、現在の取引状況等を報告。

・期限の利益喪失：債務者の「借入の返済期限が到来するまでは、返済義務が生じない」という利益が失われる

こ と。喪失事由は、手形交換所の取引停止処分を受けた時等、銀行取引約定書上に定めら

れている。
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保証協会サービサーについて

１．設立
保証協会債権回収株式会社は、全国５２の信用保証協会の共同出資により平成１３年
１月に設立、同年４月に事業開始。

２．目的等
目的は、保証協会が有する求償権の回収最大化。
具体的には、保証協会から、主に無担保求償権に係る回収業務を受託。

３．人材
保証協会からの出向者及びプロパー職員（銀行ＯＢ、警察ＯＢ等の専門人材を雇用）で
構成。

４．具体的効果
上述のとおり、サービサーは、主に無担保求償権の回収を行っている一方で、保証協
会は、より回収率の高い有担保求償権の回収を行っていることから、単純に比較すること
はできない。なお、一人当たり回収額、回収効率（回収金÷回収費用）は、次頁のとおり。
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○回収実績

（金額単位：百万円）
13年度 14年度 15年度

サービサー 回収額 13,960  27,203  35,223  
回収費用 1,243   2,215   2,777   
　人件費 1,105   2,023   2,562   
　債権管理費 138     192     215     
回収人数 259     414     527     
　プロパー 73      174     247     
　協会出向者 186     240     280     
１人当たり回収額
（回収額÷回収人数）

53.9    65.7    66.8    

回収効率（倍）
（回収額÷回収費用）

11.2    12.3    12.7    

協会 回収額 274,872 292,166 299,407 
回収費用 22,299  20,857  21,274  
　人件費 17,913  16,109  16,721  
債権管理費 4,386   4,748   4,553   
回収人数 1,664   1,573   1,619   
１人当たり回収額
（回収額÷回収人数）

165.2   185.8   184.9   

回収効率（倍）
（回収額÷回収費用）

12.3    14.0    14.1    

＊協会については、有担保分を含む。
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○例１

中期業務計画について
信用保証協会

１．平成１６年度業務計画の重点課題 部署名：

担当者：

【 保証部門 】 【期中管理部門】 【その他】

 期中管理の強化策  ①資金繰り円滑化借換保証制度の動向

 【回収部門】  ②セーフティネット保証の動向

 ①回収の促進策

 ②地域再生支援協議会との連携強化策

 ③保険料引き上げに伴う保証料引き上げの影響

・専任制による、未入金先、休眠先求償権の掘
り起こしの強化
・サービサーへの積極的委託による効率的な管
理督促を行なう。

・再生支援協議会案件に対する専任担当者を
設け連携を密にするとともに、4月から創設さ
れた再生支援協議会支援企業を対象とする県
制度の活用を積極的に行なう。

・金融安定化特別保証制度の同額借換（借換保
証・要綱Ⅱ）保証承諾額の借換保証における構成
比は、上期 21.1％に対し、下期 4.8％と16.3ﾎﾟｲ
ﾝﾄも低下。次年度は、借換元となる特別保証の残
高減少と併せ、その構成比は1～2％程度の僅かな
数値で収束するものと思われる。
・上記状況と合わせて、借換保証需要について
は、ほぼ一巡していると考えられ、借換保証の利
用率も鈍化すると思われる。

・ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証の利用は全体の24％と構成比が最
も高い。借換保証は、その半分がｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証の
利用であることから、借換保証の減少に連動し
て、ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証も減少傾向は続くが、低保証料
率制度としての認知度･人気度は高く、その構成
比は20％内外で推移し、制度別では最も高い構成
比を維持するものと思われる。

・直接的に保証料引き上げによる保証離れの動き
はないものの、優良企業への保証付融資推進には
障害となっている。
・セーフティネット保証等保証料率の低い制度の
利用が多く見受けられる。

 ①適正保証の推進策（保証債務残高が減少傾向
にあるのを抑止する方策、ＣＲＤの活用策等）

 ②回収体制の整備等
（サービサーの具体的活用策等）

・新たに拡充強化された県制度を積極的に推
進するとともに、ｾｰﾌﾃｲネット保証ほか特定社
債保証及び売掛債権担保融資保証制度を推進
し、良質な保証先の取り込みを図る。
・CRDのスコアを利用した保証ｼｽﾃﾑを本格導入
し、保証審査の効率化を図る。企業評価の標
準化と審査スピードアップで、利用者の満足
度の向上を図る。
・「　　　中小企業金融対策会議(仮称)」を
新設。金融機関との情報交換、連携強化を図
る。

・早期実態把握の強化
・再生支援のため金融機関と協調して条件変更
等調整策を積極的に行なう。
・資産調査を徹底し法的手続きによる債権保全
を強化する。

・金融機関等への定期的な担保物件情報の提供
（ｵｰﾄﾌｧｸｽの利用）
・回収方針ﾋｱﾘﾝｸﾞの定期的実施
・回収支援ｼｽﾃﾑの活用による管理強化
・預金口座引落しの推進と新たにコﾝﾋﾞﾆ収納ｻｰ
ﾋﾞｽの導入による定期回収額のさらなる底上げ
・弁護士・司法書士・調査機関等の積極的活用
による法的請求の強化
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○例２
信用保証協会

１．平成１６年度業務計画の重点課題 部署名：

担当者：

【 保証部門 】 【期中管理部門】 【その他】
 期中管理の強化策  ①資金繰り円滑化借換保証制度の動向

 【回収部門】  ②セーフティネット保証の動向

 ①回収の促進策

 ②地域再生支援協議会との連携強化策

 ③保険料引き上げに伴う保証料引き上げの影響

 ①適正保証の推進策（保証債務残高が減少傾向
にあるのを抑止する方策、ＣＲＤの活用策等）

○条件変更を積極的に活用し、延滞先の再生支援を行
　い代位弁済の低減に努める
○期中管理先の状況を把握し、的確な指導を行うた
　め、引続き金融機関訪問と帯同管理を行う

○依然として需要は大きく、積極的な保証対応を行う
ことにより、県内中小企業者の金融の円滑化に最大限
の努力を行う○セーフティネット保証及び資金繰り円滑化借換保

　証並びに　　　金融円滑化特別対策事業の推進
○中小企業関係団体との連携、金融機関との密接な
　情報交換と提携商品の推進、小規模企業者に対す
　る積極的な保証推進による保証浸透度の向上
○リレーションシップパンキングに取組む地域金融
　機関との連携による保証推進
○ニーズにあった新商品の開発及び既往制度の見直
　し、過度の担保や第三者保証人に依存しない審
　査、中小企業者ニーズの把握による各種制度の活
　用等新しい中小企業金融への取組みの強化
○保証業務の適正かつ円滑な運営のため、金融機関
　別業務懇談会・移動相談会・勉強会の継続
○ＣＲＤの活用により、迅速かつ的確な審査を行い
　業務の効率化を図る

○依然として需要は大きく、積極的な保証対応を行う
ことにより、県内中小企業者の金融の円滑化に最大限
の努力を行う

○無担保債権の面談交渉の推進
○有担保債権の物件売却促進
○新規代位弁済の早期回収
○定期回収入金管理の徹底
○時間外督促の実施

○期中管理機能の強化を図り、関係各機関と連携
　し、早期事業再生を支援する
○経営相談・指導昨機能を強化し、金融機関と一体
　となった指導・相談体制を構築する

 ②回収体制の整備等
（サービサーの具体的活用策等） ○保証料については、引上げよりも市場金利に連動す

るものとの思いから、金利に比べ、割高感を指摘する
意見が多く、より簡易に、迅速に、踏み込んで、ニー
ズにマッチした保証で応える最大限の努力を行う。

○求償権分類により、無担保・長期延滞債権等を
　サービサーへ委託し、効率的な回収を図る
○民間調査機関の活用による県外居住者等の調査
　をもとに督促を行う
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○例３

信用保証協会

１．平成１６年度業務計画の重点課題 部署名：

担当者：

【 保証部門 】 【期中管理部門】 【その他】
 期中管理の強化策  ①資金繰り円滑化借換保証制度の動向
　保証債務の管理については、期中管理要領に基づき延滞・事故 　資金繰り円滑化借換保証

中小企業の意欲と潜在能力を見極め、資金需要に的確に応え、 債務について定期的にヒアリングを実施し、債務者・連帯保証人 　売上減少や収益性の低下等により、即往借入金の一本化長期借入

経営破綻を回避するため、金融セーフティネット機能の保証 等の実状を的確に把握し早期に効果的な措置を講ずることとする。 金への借換えのニーズは引き続き多くなることが予想されるため、

制度の充実強化や、資金繰りの円滑化を図る借換保証、物的 　また、金融機関や商工団体との協調体制を強化しながら、注意 本制度のＰＲを行うとともに、個々の保証審査においては借換によ

担保に依存しない売掛債権担保融資保証制度や様々な資金調達 先の情報を収集するなど期中管理を徹底し、事故発生の防止に努 る効果を把握のうえ、弾力的な対応に努める。

ニーズに応えられる制度融資の一層の推進など、中小企業金融 める。

に対する諸施策の展開を図る。 　事故が発生した場合、関係機関からの情報をもとに効果的な手

保証審査においては、中小企業信用リスク情報データベース 段を講じ、事業継続か要代位弁済かの方針を見極め、事後の手続  ②セーフティネット保証の動向
（ＣＲＤ）運営協議会の評点や金融機関との事前協議制を活用 きについても迅速な対応に努める。なお、事業の継続が見込まれ 　セーフティネット保証

し、迅速で的確かつ積極的な保証推進に努める。また、新幹線 る中小企業に対しては、個々の実情に即した、柔軟かつ濃やかな対応を 　対象企業の認定基準について金融機関や商工団体に対して周知を

一部開通にともなう保証キャンペーンなど、事業者のタイムリー 行い事故発生後の適正な管理に努める。 図り、通常の保証限度額とは別枠扱いとなることや、保証料が割安

な資金需要に応えられる保証制度を積極的に活用し、弾力的な  【回収部門】 となることのＰＲを行う。

対応に努める。  ①回収の促進策 　個々の保証審査において、本制度に該当する案件については本制

  さらに、保証利用の浸透・拡大を図るため、関係機関の協力 　求償権回収に際しては、それぞれの案件に即した回収方針を定 度の利用を積極的に勧める。

を得ながら新規利用先の増加や再利用推進のキャンペーン等を め、早期に着手し、進行管理を徹底し、計画的かつ効果的に回収

実施し、保証利用先の開拓や増加に努めることとする。 を図るよう努める。  ③保険料引き上げに伴う保証料引き上げの影響
　特になし

 ②地域再生支援協議会との連携強化策
　16年度から県中小企業再生協議会の支援を受けて企業再生に 　サービサーに対しては、金融安定化保証をはじめとする無担保

取組む中小企業者に対して、融資条件を緩和する措置が講じら 求償権を適宜委託し、よりきめ細かな進行管理を行い効果的な回

れるのを受けて、協議会と連携して該当企業の再生を支援する 収を図る。

 ①適正保証の推進策（保証債務残高が減少傾向
にあるのを抑止する方策、ＣＲＤの活用策等）

 ②回収体制の整備等
（サービサーの具体的活用策等）
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１．信託できる財産の種類
金銭等に限定

２． 信託業の担い手
信託銀行のみ

＜現状＞

１．受託可能財産の範囲の拡大
（知的財産権の信託が可能）

２．信託業の担い手の拡大
（金融機関以外の者のノウハウを活用し

たサービスの提供が可能）

◎資産の運用手段が多様に
国民のニーズに対応した多様な信託商品
の提供

◎企業の資金調達手段が多様に
知的財産権、売掛債権等の流動化による
資金調達

◎知的財産の管理手段が多様に
・グループ企業内での知的財産権の一
元管理
・技術移転機関（ＴＬＯ）による大学発の
特許権等の企業への移転促進
・中小・ベンチャー企業の知的財産権の
信託会社による管理

（出典）経済財政諮問会議 竹中議員提出資料（平成１５年１１月２８日）

＜基本的な改正内容＞

○信託制度の整備
企業の資金調達経路の拡大や資金調達手段の多様化を図るため、信託業の担い手の拡大や
受託可能財産の制限撤廃を骨子とする、信託業法が改正されたところ。

担い手の多様化について



対応の方向 具体的対応現 状

担い手

手法

リスクへ
の対応

不動産担保・
人的保証への
依存

金融機関が
中心

融資に

大きく依存

手法の多様化

リスクへの

対応の多様化

事業会社による

資金供給活性化

債権の証券化、

出資等の導入促進

担保や人的保証に過度

に依存しない金融

担い手の多様化

・信託業法改正と連携し、事業会社が営

む信託会社の中小企業向け貸出を、信

用保証

・事業会社の中小企業向け貸出の

証券化も、中小公庫が支援

【中小公庫法改正】

・金融機関等の中小企業向け貸付

債権を証券化支援（買取・保証等）

【中小公庫法改正】

・ファンドの投資対象の拡大や融資

機能の追加 【有限責任組合法改正】

・在庫担保等の制度整備

・売掛債権担保融資保証の普及促進

・企業経営者の再起促進制度整備

・企業を財務状況で評価する信用

リスクデータベースの整備と活用

特に中小企業金融、
地域金融で顕著

多様化という切り口 各省庁・日銀連携して早期実現

経

済

活

性

化

の

実

現

○経済活性化のための産業金融機能強化策（改革の方向）

（出典）経済活性化のための産業金融機能強化策（平成１５年１２月）


